
 

都市計画法第２９条第１項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しま

したので、同法第３６条第３項の規定により公告します。 

 

  令和８年４月２４日 

 

京都市長 松 井 孝 治   

 

１ 許可年月日及び許可番号 

  令和６年８月２９日  第５１１８号 

  令和８年３月２５日 変第２２１５号 

 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  伏見区向島上五反田８８番１、８９番１、９０番、９１番、９２番、９３番、９４番、

９５番、１１２番、１１３番、１１４番、１１５番、１１６番、１１７番、１１８番、

１１９番、１２０番、１２１番、１２２番、１２３番、１２４番、１２５番、１２６番、

１２７番、１２８番、１２９番、１４７番、１４８番、１４９番、１５０番、１５１番、

１５２番、１５３番、１５４番、１５５番、１５６番、１５７番、１５８番、１５９番、

１６０番、１６１番、１６２番、１６３番、１６４番、１８４番、１８５番、１８６番、

１８７番、１８８番、１８９番、１９０番、１９１番、１９２番、１９３番及び市有地

（未登記） 

 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  東京都港区芝浦一丁目１番１号 

  野村不動産株式会社 

  代表取締役社長 松尾大作 

 

 （都市計画局都市景観部開発指導課） 

 

 


